
◆サービスご利用の流れ

ケアマネージャーに相談

（不明な点がある場合は管理栄養士にご相談ください）

※対象食や指導料についてはホームページから『資料1：

訪問栄養食事指導について』をダウンロードしてください

http://www.hospitown.or.jp/?view=5275

要介護申請を行う

いいえはい

要介護認定を受けている

ケアマネージャーがケアプラン作成

医療保険を利用

はい

真誠会セントラルクリニックで診療を受けている

サービスをご利用いただけません担当医に相談

いいえ

担当医が診療情報提供書及び訪問栄養食事指導指示書（ＰＤＦ）を作成

※訪問栄養食事指導指示書はホームページの『資料2：訪問栄養食事指導指示書』からダウンロードしてく

ださい。

http://www.hospitown.or.jp/?view=5275

管理栄養士より担当介護支援専門員へ連絡し、訪問日時などを決定

契約後、サービス開始

介護保険適用


